
令和８年度新潟県指定管理鳥獣捕獲等事業（ツキノワグマ捕獲事業）委託業務 

特記仕様書 

 

１ 業務目的 

ツキノワグマの生息域の拡大及び人身被害防止等の観点から、より一層の管理の強化

を図るため、令和８年度新潟県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（ツキノワグマ）に基

づき、ツキノワグマの捕獲を行うことを目的とする。 

 

２ 業務内容 

業務計画書に定めるもののほか、以下により業務を行う。なお、業務を行うにあたり、

県と受託者は打合せ（業務開始、中間報告）を行う。詳細な打合せ時期については、県

と協議の上決定する。 

（１）猟法 

銃猟（巻狩りまたは忍び猟）及びわな猟（はこわな）とする。 

実施に当たっては非鉛製銃弾の使用に努め、非鉛製銃弾を使用できない場合は、鳥

類の鉛中毒を防止するための具体的な措置を講じることとする。 

捕獲従事者は、受託者の安全管理規定に従って捕獲を行うこととする。 

（２）規模 

規模（人日）は銃猟 40人日、わな猟 240基日程度とし、受託者からの提案により決

定する。 

（３）捕獲目標頭数 

40頭とする。 

捕獲目標頭数を達成した場合は、委託者と受託者が協議し、今後の対応を決定する。 

（４）事業期間 

契約締結の日から令和９年３月 31日（水）まで 

（５）捕獲実施区域（案） 28市町村 

上越市、妙高市、糸魚川市、三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村、長岡市、見

附市、小千谷市、出雲崎町、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、柏崎市、

刈羽村、村上市、関川村、新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、五泉市、阿賀町、

新潟市の各市町村一円 

※ 上記区域はツキノワグマの生息状況等を踏まえて設定した「案」であり、実際

の実施区域は、ツキノワグマの出没状況等により委託者と受託者が協議の上、決

定する。なお、区域の絞り込みなど区域（案）を変更する場合は、企画提案書に

理由とともに記載すること。 

（６）事前調査の実施について 

受託者は、実施場所の生息状況や環境等について、事前調査を実施する。 



（７）保険の加入 

受託者（捕獲従事者）は、当該業務の遂行にあたり、捕獲作業時や移動時における

万が一の事故発生に備え、十分な補償等を行えるよう損害保険契約に加入すること。 

（８）捕獲情報等の記録、報告 

受託者は、全従事者分をとりまとめて、１日分の作業日報及び捕獲調査票を作成し、

メールで報告する。 

（９）実績確認 

本業務の実績確認は「指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業の実績確認に係るマニュ

アル（令和７年３月28日一部改正、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室）」

による。なお、本マニュアルが改正された場合は、改正後のマニュアルにより実績確

認を行うこと。 

（10）令和８年度指定管理鳥獣捕獲等事業評価検討会への出席 

① 受託者は、県が開催する当該検討会に出席するとともに、下記６（１）①につい

て県が指定する日までに資料を作成提出し、説明する。なお、資料の提出は電子デ

ータによるものとする。 

② 検討会出席に係る旅費等については受託者の負担とする。 

 

３ 委託業務の経理 

① 本委託業務の経費は事業ごとに管理するものとし、事業間での流用は行わないこ

と。 

② 事業が完了したときは、成果報告書を提出すること。 

③ 受託者は、当該委託事業に関する書類及び帳簿を事業終了後５年間保存しておく

こと。 

 

４ 従事者証 

受託者は捕獲に関する業務が完了した場合には、効力が失われた日から 30 日以内に、

従事者証を返納する措置を講じること。また、受託者は事業が中止された場合又は契約

が解除された場合には、速やかに従事者証を返納する措置を講じること。 

 

５ 実包管理の状況 

① 受託者は、捕獲従事者に対し適切な実包管理について指導を徹底すること。 

② 受託者は、捕獲従事者の実包管理の状況について、都道府県公安委員会が発行す

る譲受許可証又は猟友会が発行する無許可譲受票の記載内容と実際の実包を確認す

るなど、常に捕獲従事者ごとに数量等を把握すること。 

③ 受託者は、捕獲従事者ごとの実包の譲受予定数量について、鉛製銃弾・非鉛製銃

弾別に、捕獲等業務計画書に記載すること。 



④ 受託者は、捕獲従事者ごとの実包の使用状況等（譲受数量、使用実績数量、残数

量、残弾の取扱い（狩猟又は許可捕獲業務に転用、廃棄など））について、鉛製銃弾・

非鉛製銃弾別に、業務報告書に記載すること。 

⑤ 受託者は、捕獲従事者が指定管理鳥獣捕獲等事業に使用するため無許可譲受によ

り譲り受けた実包を転用する場合は、あらかじめ県の確認を受けること。 

⑥ 受託者は、捕獲に関する業務が完了又は契約が終了した場合には、速やかに無許

可譲受票を返納する措置を講じること。 

 

６ 成果報告書及び納品期限 

受託者は、実施計画に基づき、下記により成果物を県に納めるものとする。 

（１）業務完了報告書 

次の事項について記載した書類（１部）及び電子データ（一式）。 

① 業務内容と実施状況 

② 総合評価（上記２(10)で意見等を踏まえたもの） 

（２）納品期限 

令和９年３月 31日（水） 

 

７ その他 

① 令和８年度新潟県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画（ツキノワグマ）は、令和８

年７月上旬に策定予定であり、計画内容に合わせて、捕獲目標頭数、捕獲実施区域

など本仕様書の内容を変更する場合がある。この場合、委託者と受託者が協議し、

対応を決定する。 

② 報告、提出、連絡等において、セキュリティ上、フリーメールの使用は認めない。 

③ 本仕様書に疑義を生じた時又は本仕様書によりがたい事由が生じた時は、県と受

託者が協議し、措置を決定するものとする。 

④ 本業務で得られた成果の無断での転用を禁止する。 


